
制度名 貸付限度額 使途 返済期間 申込先利率

2,000万円
別枠 1,000万円

別枠　
8,000万円

運転
設備

７年以内
１０年以内

経営改善貸付
（金利引下げ）

経営支援特別融資
（新型コロナウイルス
感染症対応枠）

新型コロナウイルス
対策伴走支援型資金

4,000万円

3,000万円

相談窓口：秋葉区役所産業振興課　商工観光係

当初３年間：
基準金利－0.9％
３年経過後：
基準金利

無担保、据置は
5年以内

日 

本 

政 

策 

金 

融 

公 

庫

※経営改善貸付は、無担保・無保証人融資制度です｡(通称：マル経融資）

融資対象者は、下記の要件を全て満たした方のみとなります。
①コロナウイルス感染症の影響により最近１か月の売上高が前年または前々年
の同期と比較して５％以上減少
②原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
③最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
④常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿泊業及び
娯楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下の法人・個人事業
主の方
⑤所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方

【特別利子補給制度について】
マル経融資（別枠）または新型コロナウイルス感染症特別貸付けを受けている
方であり、下記のいずれかの要件に該当する方は、後日、利息部分について、
いわゆる利子補給の制度が政府において設けられることになっており、利子補
給を受けることで、当初３年間は実質的に無利子でご利用頂けます。
①小規模事業者（個人）　  ：要件なし
②小規模事業者（法人）　  ：売上高▲15％減少
③中小企業者（①、②以外）：売上高▲20％減少

対象者：コロナウイルス感染症の影響により最近１か月の
売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少

新
津
商
工
会
議
所

1.21％
別枠：0.31％（当初3年間）

新 

潟 

市

新
潟
県

運転
設備

１５年以内
２０年以内

１０年以内

運転
設備
借換

運転

１０年以内

日
本
政
策
金
融
公
庫

各
金
融
機
関

各
金
融
機
関

新型コロナウイルス
感染症特別貸付

1.15％～1.75％
（保証料ゼロ）

1.5％～2.2％
（保証料補助あり）






































新型コロナウイルス感染症に
関連する特例制度のご案内

令和４年５月１日現在

支援金情報（国） 事業復活支援金
申請締切「5月31日」事前確認締切「5月26日」

　新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規

模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給

付金を支給します。

対 象 者：新型コロナの影響で、2021年11月～2022年3月のいずれか

             の月の売上高が、2018年11月～ 2021年3月までの間の任意

             の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満

             減少した事業者

　　　　  （中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

給 付 額：上限額

申請方法： ①ホームページからアカウントの申請・登録（申請 ID 発番）

　　　　 ②当所などの登録確認機関による事前確認

　　　　　  （オンラインでの申請が困難な方向けのサポート会場も設置）

　　　　 ③ホームページ（マイページ）から必要書類を添付し、申請

必要書類：確定申告書類、通帳（振込先が確認できるページ）、履歴事項全

             部証明書（法人）、本人確認書類（個人）、宣誓・同意書、対象月の

             売上台帳等

申請期間：2022年1月31日（月）～ 5月31日（火）

算 出 式：  給付額 ＝（基準期間※1の売上高）－（対象月※2の売上高）×5

【お問い合わせ先】

事業復活支援金事業コールセンター

TEL：0120-789-140

【8:30 ～ 19:00（土日、祝日を含む全日対応）】 

特設サイト：  

年間売上高※

1億円以下 
年間売上高※

５億円以下
年間売上高※

　1億円超～5億円 

▲50％以上

▲30％以上50％未満

100 万円

  60 万円

150 万円

90 万円

250 万円

150 万円

50万円

30万円

※基準月（2018年11月～2021年3月の間で売上高の比較に用いた月）を含む事業年度
   の年間売上高

※1  「2018年11月～2019年3月」「2019年11月～2020年3月」
　　 「2020年11月～2021年3月」のいずれかの期間
      （対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間であること）
※2  2021年11月～2022年3月のいずれかの月
      （基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること）

※申請される方の状況（一時・月次支援金の受給や登録確認機関との継続支援
   関係有無、その他特例を用いる場合など）により必要書類は異なります。
   詳しくは制度概要資料をご確認ください。

売上高減少率
個人

事業者

法人

詳しくはこちら

　100事業所（有効回答数75社、回答率75％）

　2022年１～３月期実績 及び 2022年４～６月期の見通し

全業種とも業況ＤＩ値（好転の割合から悪化の割合を引いた値）は、マイナス圏内と
なっており、４～６月の先行きについてもマイナスの見通しとなっている。卸売業は、
前回調査に比べると好転しているが今後の見通しは悪化傾向を示している。
新型コロナウィルスの経営に与える影響については、悪影響が36％、今後悪影響が９

％、合計で42％になっており、前回調査に比べるとやや好転している。国や県、市の新
型コロナウィルス支援策の利用は、利用したが44％、今後利用するが15％、合計で59％
となっている。
経営上の問題点については、多い順に「需要の停滞」「経費の増加」「原材料の不足」

「人件費の増加・圧迫」「単価の低下・上昇難」、小売業とサービス業では「需要の停滞」
がもっとも多く、建設業では「経費増加」が多く散見された。
設備投資については、「ＯＡ機器」「生産・販売等の機械設備」などであるが、全体に

低調な状況となっている。

(2022年１月～３月期)

ＤＩ値

業況ＤＩ値の推移(業種別)

【税務署からのお知らせ】
◇事業者の方向けに消費税のインボイス制度説明会を次のとおり開催します。

　また、個人事業者で消費税の課税事業者の方向けにインボイス発行事業者の

　登録申請相談会も開催します。

　会　場：新津税務署　２階会議室

　日時等：

10:00～11:00
13:30～14:30

11:00～12:00
14:30～15:30

各10名５月17日（火）

10:00～11:00
13:30～14:30

11:00～12:00
14:30～15:30

各10名５月18日（水）

10:00～11:00
13:30～14:30

11:00～12:00
14:30～15:30

各10名６月９日（木）

６月14日（火）
10:00～11:00
13:30～14:30

11:00～12:00
14:30～15:30

各10名

開催日の前
週の金曜日
の16時まで
にお電話で
登録してく
ださい。

開催日 定員
説 明 会
開催時間

事　前
登録制

個 人 事 業 者
相談会開催時間

　その他：新型コロナウイルス感染症の感染状況等により説明会の開催を中心

　　　　　する場合があります。来場に当たっては、公共交通機関をご利用く

　　　　　ださい。

　問い合わせ先：新津税務署　法人課税部門　　電話番号 0250-22-2171（直通）　

(3) 2022.5.14 vol.854

ご愛読ありがとうございます

新潟市秋葉区滝谷町3番21号
TEL
FAX

0250（22）2015
0250（22）2050

㈱新潟日報サポート
新津支店

NIC新津


